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第　 節 児童扶養手当1
児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活を安定させると

ともに自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、その母又は養育者に対して支

給されるものである。

手当額については、受給者の所得（収入から各種控除額を減じたもの。受給者やその児童が

父から養育費を受け取っている場合には養育費の８割相当額を加える。）と扶養親族等の数を

勘案し、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まることとなる（図表4－1－1）。

なお、従来の児童扶養手当は、所得に応じて手当額が２段階であったため、収入が増えても、

収入と手当の合計額である総収入額がかえって減少してしまう場合があったが、平成14（2002）

年８月の改正以後は、就労により収入が増えた場合、手当を加えた総収入がなだらかに増えて

いくように、手当額がきめ細かく定められている（図表4－1－2）。

図表4-1-1　所得制限限度額 
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母と子ども１人の母子世帯を例にとると、おおむね、収入が130万円（「所得」で57万円）未

満の場合は、全額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満（「所得」で57万円以上で230

万円未満）の場合には、一部が支給される。

手当額は、基本的に、消費者物価指数に応じて毎年度改定され、平成16（2004）年度は、全

額支給の場合の月額は41,880円、一部支給の場合の月額は41,870円から9,880円までの10円きざ

みの額であった。第２子については月額5,000円、第３子以降については月額3,000円が加算さ

れる。

児童扶養手当受給者数は、平成17（2005）年1月現在で932,656人である。そのうち、全額支

給されている者は585,929人、一部支給されている者は346,727人である（厚生労働省大臣官房

統計情報部「福祉行政報告例」）。

図表4-1-2　児童扶養手当の給付水準（母と子ども１人の世帯） 
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